
指摘事項
認知症対応型共同生活介護

令和７年２月

鳥取市福祉部地域福祉課指導監査室
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◎根拠条文
「地域密着条例」

鳥取市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
（平成24年12月21日鳥取市条例第45号）

「地域密着予防条例」

鳥取市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密
着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め
る条例（平成24年12月21日鳥取市条例第46号）
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◎根拠条文
「生産性向上推進体制加算通知」

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示
について（老高発0315第4号令和6年3月15日）

「留意事項」

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予
防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
（平成18年3月31日老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018）
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☆内容及び手続の説明及び同意
■重要事項説明書に記載すべき内容が不足している。（条例第129条で準用
する第10条、予防条例第86条で準用する第11条）
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認知症対応型共同生活介護において重要事項説明書に記載が必要な事項は、以下のと
おり。

①運営規程の概要 ②介護従業者の勤務体制
③事故発生時の対応 ④苦情処理の体制
⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況
（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）

※定期的に重要事項説明書の記載内容を確認し、最新の情報に更新してください。



☆計画の作成
■認知症対応型共同生活介護計画（以下「計画」という）の作成にあたっ

ては、通所介護の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により

利用者の多様な活動の確保に努めること。 (地域密着条例第119条、地
域密着予防条例88条)
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その他の多様な活動とは、地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエーショ
ン、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好に応じた活動等をいうものです。



☆サービス提供体制強化加算
■サービス提供体制強化加算について、算定根拠となる職員の割合につ
いて記録を残すこと。（大臣基準告示・五十九）
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職員の突然の異動や退職により加算要件を満たさなくなり、過誤調整になったケース
もあります。算定根拠となるものは必ず記録に残しましょう。



☆生産性向上推進体制加算
■生産性向上推進体制加算について、利用者の安全並びに介護サービス
の質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会に
ついては、開催はされていたが協議内容が不足している月があった。
（生産性向上推進体制加算通知５）
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利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討
するための委員会については、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該
項目の実施を定期的（3か月に1回以上）に確認してください。
① 利用者の安全及びケアの質の確保
②職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
③介護機器の定期的な点検
④職員に対する研修について



☆協力医療機関連携加算
■協力医療機関連携加算について、医療機関との間の情報共有会議を概
ね月１回以上開催すること。なお、感染症の発生等で予定の日に開催で
きなかった場合は、別日に行った医師との情報共有会議の内容を記録し
ておくこと。（留意事項第２の６（１１））
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協力医療機関との情報共有会議を概ね月１回以上開催し、会議の概要を記録してくだ
さい。また、感染症等の発生で予定の日にできなかった場合は、別日に行った会議の
概要を記録してください。



☆介護職員等処遇改善加算
■介護職員等処遇改善加算について、介護サービス情報公表システム等
を利用し、加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体
的な取り組み内容を公表すること。 （処遇改善通知 3（１）⑧（職場
環境等要件）
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（職場環境等要件）
職場環境等の改善に係る基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表し
ていること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、処遇改善加算の算
定状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを
活用する等、外部から見える形で公表すること。



☆認知症専門ケア加算
■認知症専門ケア加算について、職員会議のなかで実施されていたが、
記録が不十分であった。認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的
指導に係る会議を開催した時は、その内容がわかる会議録を残すこと。
（大臣基準告示三の五）
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